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三田市条例第  号 

 

三田市ふれあいと創造の里条例の一部を改正する条例 

 

三田市ふれあいと創造の里条例（平成８年三田市条例第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条中「１４２５番地２」を「１１２９番地１」に改める。 

第３条第２項中「集会室及び和室」を「大会議室及び小会議室」に改める。 

別表の５ふれあい館を次のように改める。 

５ ふれあい館 

区分 使用料の額（３０分につき） 

大会議室 ４００円 

小会議室 １００円 

備考 

１ 本市以外の市民又は団体が使用するときは、使用料の５割に相当する額

を加算する。 

２ 入場料を徴収するときは、使用料の１０割に相当する額を加算する。 

３ 隣接する展示コーナーを含めて大会議室を使用するときは、使用料の額

に３０分につき１００円を加算する。 

４ 使用料の算定において１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てる。 

付 則 

この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 


